
相談に対する適切な対応４

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

取組例

ポイント

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当
者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。

■ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点等を記載したマ
ニュアルに基づき対応すること。

■ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。

相談窓口担当者が、相談（※）の内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮して相談を躊躇する例もあること等も

踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止め等その認識にも配慮しな

がら、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハ

ラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。

※ 言動を直接受けた労働者だけでなく、それを把握した周囲の労働者からの相談も含まれます。

● 相談に当たっては、相談者の話に真摯に耳を傾け、相談者の意向等を的確に把握す
ることが必要です。特に、ハラスメントを受けた心理的影響から理路整然と話すこと
ができない場合がありますので、忍耐強く聞くように努めましょう。 

       また、相談を受ける場所や時間帯等も、相談者が安心して相談できる状況となるよ
う工夫しましょう。

● 「内容や状況に応じ適切に対応する」とは、具体的には、相談者や行為者等に対し
て、一律に何らかの対応をするのではなく、労働者が受けているハラスメントの性
格・態様によって、状況を注意深く見守る程度のものから、上司、同僚等を通じ、行
為者に対し間接的に注意を促すもの、直接注意を促すもの等事案に即した対応を行う
ことを意味します。また、対応に当たっては、公正な立場に立って、真摯に対応しな
ければなりません。相談担当者が相談を受けて終わりなのではなく、事業主としてど
のように判断したのか、今後組織としてどのように対応していくのか等を相談者本人
にフィードバックすることも大切です。

● 「広く相談に対応」とは、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけ
でなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否
か微妙な場合も幅広く含めることを意味します。

● 相談に対する「適切な対応」には、いわゆる「二次被害（相談者が相談窓口の担当
者の言動等によってさらに被害を受けること）」を防止するために必要な事項も含ま
れます。

● 相談担当者に対する研修をするようにしましょう（対応の仕方、カウンセリング手
法等）。相談担当者が対応を誤ったために、問題がこじれてしまうことがあります。

● 相談・苦情を受けた後、問題を放置しておくと、問題を悪化させ、被害を拡大させ
てしまったり、適切に対応してくれない（事業主の義務を果たしていない）と誤解を
受けることになりますので、初期の段階での迅速な対応が必要です。

● また、対応に時間を要する場合は、その状況や対応に必要な期間等を相談者に伝え
るようにしましょう。



● 放置すれば就業環境が害するおそれがある相談や、労働者同士のコミュニケーショ

ンの希薄化等の職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるお

それがある場合の相談も、幅広く対象とすることが必要です。

＜パワーハラスメント＞

● 一見、特定の労働者に対する言動に見えても、周囲の労働者に対しても威圧するた
めに見せしめとして行われていると客観的に認められるような場合には、周囲の労働
者に対するパワーハラスメントと評価できる場合もあることにも留意しましょう。

● 放置すれば就業環境を害するおそれがある相談や、ハラスメントの原因や背景とな
るおそれがある妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動に関する相談も、幅広
く対象とすることが必要です。なお、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
の対象となる労働者は、妊娠・出産した女性労働者及び制度等を利用する男女労働者
ですが、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動の相手は、本人に限られない
ため、そのような相談も受け付ける必要があります。

＜妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント＞

● 放置すれば就業環境を害するおそれがある相談や、セクシュアルハラスメントの発
生の原因や背景となるおそれがある性別役割分担意識に基づく言動に関する相談も
幅広く対象とすることが必要です。

＜セクシュアルハラスメント＞
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